
 

 

  

 

 

令和６年３月発行 
品川区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる介護施設

等の充実を図っているところです。 
しかし、高齢者人口の増加が進む中、身近な地域においてサービスを提

供する地域密着型サービスの拠点の整備が進まない状況にあります。 
そこで、民間事業者および土地・建物所有者による区内での認知症高

齢者グループホームの整備促進のため、東京都の補助金に加えて、整備費
の一部を区独自で助成します。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

品川区では認知症高齢者グループホームの新規開設を支援しています！ 

品川区認知症高齢者グループホーム整備促進事業 

補助事業の概要 

認知症の高齢者を対象として、食事の支度、掃除、洗濯などの役割を担うなど
家庭的な雰囲気で落ち着いた共同生活をしながら、専門的なケアの提供を受ける
ことにより、認知症症状の進行を防止し、生活機能の維持・向上を図ります。 

１ 対象事業 

２ 対象事業者 

３ 補助額 

４ 申込方法 

５ その他 

認知症啓発キャラクター 
    くるみちゃん 

認知症高齢者 
グループホームとは 

① 運営事業者による運営目的の建物整備事業 

② オーナーによる賃貸目的の建物整備事業 

※いずれも、新築だけでなく買取・改修の場合も 

対象となります。 

上記「対象事業」 を実施する事業者・オーナー 

※東京都の認知症高齢者グループホーム整備促進

事業補助要綱に基づく補助金（以下「都補助金」）

の交付決定を受けていることが条件となります。 

1 ユニット当たり 7,500,000 円【 最大 3 ユニット 22,500,000 円 】 

※上記金額と補助対象経費から都補助金の交付額等を控除して得た額を 

比較し少ない額を助成します。 

※令和 6 年 3 月時点の補助額の例（3 ユニットを新築整備した場合） 

都補助金 176,850 千円 ＋ 品川区補助 22,500 千円 ＝ 199,350 千円 

整備をご検討の際は、事前に必ず下記担当

までご相談ください。 

※ご相談は随時受付けております。 

※都補助金を活用する場合も同様に、事前にご

相談ください。 

補助条件等、詳しくは下記連絡先まで 
お気軽にお問い合わせください。 

【お問い合わせ】 品川区 福祉計画課 施設計画担当  
〒140-8715 東京都品川区広町 2-1-36 
電話 03-5742-6738 FAX03-5742-6797 

認知症高齢者グループホームを区内に新規に開設する場合、その施設整備に要する
費用の一部に対して補助金を交付します。 

区ホームページは 

こちらから 

 

 


